
 

 

○対象物質 ： ①有害物質を含む土壌を摂取すること、②土壌中の有害物質が地下水に溶出し、当該地下水を摂

取することの 2 つの経路に着目し、土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがある、

有害物質として政令で指定した 25 物質（特定有害物質） 

○仕組み 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○土壌汚染対策の円滑な推進を図るため、措置の助成（要措置区域内で措置を講ずる者が負担能力が乏しい場合）、

助言、普及啓発等を行う指定支援法人を指定し、基金を設置。 
 

図 1.1-1 土壌汚染対策法の概要 

要措置区域

都道府県知事が指定し、指示措置と併せて公示する
とともに、要措置区域台帳に記載して公衆に閲覧

形質変更時要届出区域

都道府県知事が指定・公示するとともに、形質
変更時要届出区域台帳に記載して公衆に閲覧

指定及び公示
（台帳に記載）

要措置区域の管理

【指示措置の実施】

・健康被害を防止するため必要な限度において都道
府県知事から指示された措置（指示措置）を指示
された期限までに実施

・実施しない場合は措置命令
〈指示措置の内容〉

【直接摂取によるリスク】
○盛土
○土壌入換え
○土壌汚染の除去（砂場等に限る）

【地下水等の摂取によるリスク】
○地下水の水質の測定
○封じ込め（原位置、遮水工、遮断工）

指定の事由がなくなったと都道府県知事が認めると
きは、要措置区域の全部又は一部について指定を解
除・公示

【土地の形質の変更の禁止】

・要措置区域内における土地の形質の変更は禁止
（禁止の例外となる行為あり）

【土地の形質の変更の制限】

・形質変更時要届出区域内において土地の形質の変
更をしようとする者は、計画を都道府県知事に届
出

・計画が適切でない場合は、都道府県知事が計画の
変更を命令

指定の事由がなくなったと都道府県知事が認めると
きは、形質変更時要届出区域の全部又は一部につい
て指定を解除・公示

形質変更時要届出
区域の管理

該当しない

・有害物質を製造、使用又は処理する施設の使用が廃止された場合
・一定規模以上の土地の形質の変更の際に土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認める場合
・土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認める場合

土壌汚染状況調査・報告

汚染状態に関する基準への適合性

健康被害が生ずるおそれに関する基準への該当性

土壌汚染状況調査

不適合

該当する

〔規制対象外〕
適合

摂取経路の遮断の
効果が失われた場合

自主調査において土壌
汚染が判明した場合に
おいて土地所有者等が
都道府県知事に区域の
指定を申請する場合

摂取経路の遮断
が行われた場合

・要措置区域・形質変更時要届出区域内の土壌
の搬出の規制（事前届出、計画の変更命令、
運搬基準に違反した場合の措置命令）

・汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務
・汚染土壌処理業の許可制度

汚染土壌の搬出等に関する規制
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